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  暑中お見舞い申し上げます。猛暑が続いており

ます。皆様方におかれましてはお体ご自愛下さい

ますようお祈り申し上げます。  
＜6 日 広島平和記念日， 8 日 立秋，9 日 長崎原爆の日，

23 日 処暑＞ 

☆ 当 事 務 所 の 夏 季 休 業 日  8/11-8/16 で す 。  

緊急時は携帯電話（090-1283-8079）又は留守番電話にお

願い致します。折り返し応対をさせていただきます 

7/10（日）名古屋金山のアスナルにて「井上侑さんミニライブ」  

 
 
 
 
 
 

 

 

1. August ご案内・改正情報  

①雇用保険の「基本手当日額」を５年ぶりに引き上げ！＜先月号ご参照ください。＞  
45 歳以上 60 歳未満    7,505 円 → 7,890 円 （＋385 円）  
※この額の変更は、基本手当日額の最高額であり、「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成

額計算」にも連動し、「判定基礎期間の初日が 8/1 以降の場合から単価計算が変更となります。  
②算定基礎届を先月提出しましたが、7 月の月額変更届を提出した場合今月で保険料変更を行い

ます。（当月で徴収する事業所は先月で）  

222...名名名言言言名名名句句句       
   

「無理をしたり、我慢したりすることは大事なことです。                                    
そうしないと人間“しゃん”としなくなってしまいますもの。」 

 
NHK 朝の連続ドラマ「おひさま」の主人公の祖母が、松本に居る孫の嫁ぎ先のそば屋にて、大晦日の

夜、「松本にずっと居られたら楽しいけれど、ひ孫の顔も見ることが出来たので、これで東京へ戻る」と皆
に言ったときの言葉。        

333...   法法法律律律ワワワンンンポポポイイインンントトト    賠償予定の禁止（労働基準法第１６条）  

「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約を

してはならない。」  
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先月 10 日の日曜日の午前中、事務所の留守番電話に懐かしい声が録音されていました。大学時代、同じ寮の仲間

であり、当時、筆者を無理矢理バンドに誘った後輩の T 氏からでした。彼は根っからの音楽好きで、職もその道に進

みました。大手音楽雑誌社である「シンコーミュージック」に入社し、「B-PASS」という若者の音楽雑誌の編集長な

どを経て現在は著作権部の課長職。今回は、所属シンガーソングライターの井上侑さんのマネージャーの兼務で、  

名古屋へプロモーションに来たと。休みだったので早速折り返し電話し、「行くよ！」と。23 歳の井上さんの曲は   

流行の女性ポップシンガーの曲調と違い、個性あふれる曲で全曲素晴らしい！どこか昔のチューリップ（ニューミュ

ージックの草分け的グループ）や尾崎亜美の曲と同じにおいがするのでした。いい曲だからメジャーになれると限り

ませんが、応援してゆきます。いい曲に癒され、十数年ぶり元気な姿の彼に会うことができた良い日でした。             

井上侑さんＨＰアドレス http://www.inoue-yu.com/pc/index.html 
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違約金とは、労働契約に違反した場合に債務者が支払うことを約束した一種の制裁金であり、 
損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の

金額として定めておくことです。これは、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定

められ、労働者の退職の自由が拘束され、労働者の足どめ策となる等の弊害があるため、労基法

16 条は、これを禁止したものです。また親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止さ

れます。  
しかし、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するにとどまるだけ

で、労働者の債務不履行や不法行為を認めるものではないため、現実の損害が発生した場合に、

その実損害額を賠償させることは禁止していません。  
 

最近は労働者に損害賠償して良いかという相談も増えています。就業規則上で、細かな規定を

入れることは難しいですが、「故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の

全部または一部を賠償させることがある。」というような一文を入れると良いです。 

 

444...統統統計計計情情情報報報         

①厚生労働省は、勤務中や通勤中などに被災し死亡したとして労災認定し、

遺族補償の支給決定をした件数（7 月 14 日時点）が 1,001 人（申請件

数 1,337 人）に上ったと発表した。宮城県 636 人（同 851 人）、岩手

県 269 人（同 341 人）、福島県 79 人（同 124 人）、その他の都道府県

17 人（同 21 件）の順に多くなっている。 

 

②厚生労働省は、2009 年 10 月に開始した福祉・介護人材の処遇改善事業助成金が実際に給与の改善につながって

いるかどうかを検証した調査結果を発表した。それによると、助成金を申請した施設・事業所の直接処遇職員の 10

年９月時点の平均給与額は 27 万 853 円で、前年同月に比べ１万 5,208 円増えていた。 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h22.html 

③全国健康保険協会（協会けんぽ）が中小企業向けの健康保険事業の 2010 年度の決算見込みを発表し、保険料率の

算定で使う国会計ベースの決算でみると 2,540 億円の黒字となり、４年ぶりに黒字となったことがわかった。保険

料率の引上げで保険料収入が 13.1％増えた。 

                              

女子サッカーなでしこジャパンのワールドカップ優勝に、先月は日本中が沸き返りました。劇的ミラクル V 

でした。彼女たちの努力の賜物であることは間違いありませんが、相手が強ければ結果は思うようにいかない

ものです。どちらかが勝てば、一方は敗れる世界です。事前に、世界ランキング 1 位のアメリカと他国との試合

を少々観ましたら、「体格も違う、日本が勝つのは難しい」と思い生中継は観ませんでした。残念！「観れば良

かった！」スポーツは生に限ります、感動が違います。アメリカとの対戦成績を見ると、「０勝 21 敗 3 分！一度

も勝ったことが無い！」確かにメンバーも違うしデータは関係ないとは思いますが厳しいデータでした。 

なでしこジャパンはパスワークが素晴らしいチームでした。そのパスワークとミラクル度から、全国高校ラグビ

ー選手権大会で名古屋市立西陵商業（現西陵高校）が 1996 年に奇跡の全国優勝したときのことを思い出 

しました。ラグビーは、高校レベルだと「対戦前に勝敗予想がついてしまう」、それはフォワードの体重が重要

で、それはスクラムにおいて差が出て圧倒的に重いほうが強い！そのまま得点差にあらわれます。毎年、西陵

（せいりょう）商業は愛知県内では圧倒的な強さがあっても、昔から「けいりょう（軽量）商業」と言われるくらい、

全国レベルでは体重が「軽く」体格が劣っていて、強豪には歯が立ちませんでした。ところが、「俊敏なパス  

ワーク、チームワーク」で強豪を次々と撃破し、決勝では大阪の啓光学園を 26-25 の劇的な１点差で破り、 

初優勝しました。高校ラグビーの歴史上ありえない勝ち方の連続で、超ミラクルだったのでした。 

スポーツは、時として信じられない奇跡が起き、そのドラマは素晴らしい感動を呼びます！（S） 

30 年前↑ 表面の T 氏が右側、筆者は左側ベース 


